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これからの季節は通年を通して潜在し

ている危険のほかに冬季特有の危険も出

てきます。 

冬季特有の労働災害は、毎年、「転倒」

が一番多く、次いで「交通事故」が多く

発生しています。 

転倒災害は、冬以外は前向きに転倒す

る場合が多く、手や膝の骨折となるケー 

 

① 【製造業】製品切替のためホッパー内部をスク
レーパーを使用して清掃後、内部をのぞいて確
認中、ホッパー下のコンベアにスクレーパーを
落としてしまい、取ろうとした時にコンベアと
ホッパーの隙間に手を挟んだ。 [手甲裂傷] 

② 【製造業】風除けのビニールシートが前日の強
風により破損したため梯子に登って釘を抜く作
業中、1.5mの箇所から墜落した。[肩・肋骨骨
折] 

③ 【運送業】駐車場に車を止め、配達先に向かお
うと道路を渡っている途中、右折してきた一般
車両に衝突され、事故に気付いた相手方が後退
して更に轢かれた。 [ひざ骨折]  

スが多いです。一方、冬は後ろ向きに転倒する場合が多く、頭をぶつけて脳震盪などになるケースも多くなります。

100日運動リーフレットにも載せていますが、転倒での死亡災害事例も全国的には多々あります。これからの時

期は「転倒」も災害防止の最重点に掲げてみましょう。 

なお、少し労働災害の本筋からずれる話になるかもしれませんが、昨年度の転倒災害の傾向としては通常業務か

ら少し外れた状況下での発生が目立ちました。「通常業務中の歩行中」が 1件で、他は「朝・夕の仕事開始前・終

了後の駐車場との行き来中」が4件、「除雪中」が4件でした。このような場所にも災害防止の目を向ける必要も

ありそうです。 

※職場で契約している駐車場の場合は、労働災害の適用になる可能性があります。そのため、災害防止を考える必

要もあることになります。 

【一関監督署管内の休業見込4日以上の労働災害】 
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年
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25
年
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運動期間中の災害 61 60 49 45 41 40 50 59 63 
 運動期

間中の

うち冬

季特有

災害 

 

計 
 

21 4 10 9 13 13 12 21 15 
34% 7% 20% 20% 32% 33% 24% 36% 24% 

転倒 14 1 7 8 8 9 11 15 9 
交通事故 4 2 3 1 5 3 1 4 3 
墜落 3 1 0 0 0 1 0 1 2 
その他 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【運動期間：平成26年11月２1日～平成27年２月２８日】

第2号 

◆最近の一関監督署管内の主な災害事例◆
最近のトピックス

この資料（運動通信）は岩手労働局のホームページからもダウンロード可能です。 

作成者：一関労働基準監督署（平成 26年 11月下旬作成） 

有機溶剤中毒予防規則の規定によ

り掲示すべき事項の内容及び掲示

方法を定める等の件の一部を改正

する件の適用について 

平成26年11月４日付け基発１１

０４第１号 

≪内容≫掲示内容のうち、有機溶

剤による中毒が発生したときの応

急処置について、日本救急医療財

団と日本蘇生協議会(ＪＲＣ)で構

成するガイドライン作成合同委員

会が作成した「ＪＲＣ蘇生ガイド

ライン2010」等の最新の知見を

踏まえた内容に改正したもの。11

月4日公示、平成27年1月1日か

ら適用。 

◆最近の岩手県内の死亡災害事例◆

※パンフレットは厚生労働省のホー

ムページからダウンロードできます。 

平成２６年度 
 「いわて年末年始無災害運動」 
平成２６年１２月１日から平成２７年１月３１日まで 

（準備期間：平成２６年１１月１日～１１月３０日） 


